
白川町訓令乙第２号 

 

                               庁 中 一 般 

                               各 出 先 機 関 

 

白川町職員の旅費支給内規を次のように定める。 

 

令和８年３月３１日 

 

                         白川町長  佐 伯 正 貴 

 

白川町職員の旅費支給内規 

 

白川町職員の旅費支給内規（平成２６年白川町訓令乙第７号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、白川町職員の旅費に関する条例（昭和３２年白川町条例第２２号。以下

「条例」という。）に基づく旅費の支給に関し、その運用について必要な事項を定めるもの

とする。 

（一般職職員の鉄道賃の取扱い） 

第２条 条例第９条第１項第４号に規定する座席指定料金は、一般職の職員にあっては、全国

新幹線鉄道整備法（昭和４５年法律第７１号）第２条に規定する新幹線鉄道を利用した場合

に支給できるものとする。 

２ 前項の鉄道以外における座席指定料金は、一般職の職員にあっては、次のいずれかに該当

する場合に限り支給できるものとする。 

 (1) 白川口駅から名古屋駅まで、又は名古屋駅から白川口駅まで特急に乗車する場合で、特

別職職員に同行するとき。 

 (2) 前号の場合であって、自由席を確保できなかったとき。 

 (3) その他町長が必要であると認めたとき。 

（その他の交通費の支給等） 

第３条 条例第１２条第１項第１号で規定する運賃は、経路探索サイト等で乗降場所を入力し

て表示された金額とする。 

２ 条例第１２条第１項第２号で規定する運賃は、現に支払った額（概算請求をする場合は予

定額）とする。 

３ 条例第１２条第１項第３号で規定する自家用自動車又は同条第２項に規定する私有車を利

用した場合における経費等の取扱いは、次のとおりとする。 

(1) 有料道路利用料金 旅費を支給せずＥＴＣカードを貸し出すこととする。 

(2) 駐車料金 現に支払った額（概算請求をする場合は予定額）とする。 

(3) 走行距離数 経路探索サイト等で発着場所及び経由場所を入力して表示された距離とす

る。 

（宿泊料等の証拠書類） 



第４条 宿泊予約サイト等を利用して宿泊施設を予約し、又は宿泊料金の前払をした場合は、

当該予約等をしたことが分かる状態の表示画面の画像を保存するものとする。 

２ 経路検索サイト等による検索結果で旅費支給の根拠となるものは、当該検索結果の表示画

面の画像を保存するものとする。 

３ 前２項の画像は、旅費支給の証拠書類として出張旅費概算請求書又は出張旅費精算書に添

付するものとする。 

（宿泊手当の調整） 

第５条 宿泊料金に食事代金が含まれる場合は、当該食事代金の相当額が不明の場合であって

も、１食につき８００円を宿泊手当から減額する。 

 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


